
＜土総様式１＞

土木総務課№ 29 策定年月日 令和1年12月2日

施設名称 所管所属名称

大分類 公用施設 中分類 庁舎 小分類 単独庁舎

構造 棟情報一覧のとおり 用途 単独庁舎 建築日 棟情報一覧のとおり

経過年数 棟情報一覧のとおり 耐用年数 棟情報一覧のとおり 目標使用年数 棟情報一覧のとおり

運営方式 直営 管理者名称 東部土木事務所登米地域事務所 全延床面積（㎡） 1455.45

所在地

必要性の有無 有

個別施設計画

１　対象施設・施設概要

施設情報

旧迫川総合開発建設事務所 東部土木事務所登米地域事務所

公共施設等総合管理方針施設分類

主要建物概要

登米市迫町佐沼字錦108

２　計画期間

令和２年度から令和１１年度までの１０年間

３　点検・診断によって得られた個別施設の状態

 別添「県有建築物保全点検調査結果報告書」のとおり

４　当該施設の必要性

必要性の判断理由

　当該施設庁舎は、書庫（旧迫川総合開発建設事務所時代の書類を含む）として使用しており、庁舎
１階部分は、令和３年度から登米市が障害者地域活動支援センターとして令和6年度まで貸付を
行っている。
　車庫は、融雪剤散布機や工事用備品等を格納しており、書庫には旧迫川総合建設開発事務所時
代の書類等が保管されている。
 　長沼出張所庁舎は、長沼ダム建設時の資料が保管されており、令和元年度からは旧迫総開に保
管していた書類も集約し保管を行っている。
　長沼出張所コアー倉庫・試験室は長沼ダム建設時のコアー等を保管している施設である。

５　施設ごとの今後の対策

管理に関する基本
的な考え方を踏まえ
た施設の管理方針

　当該施設の旧迫総開庁舎は、書庫のみの活用であり、令和元年度からは隣接する長沼
出張所へ書庫スペースの集約を行った。
　現在も貸付中である登米市において、令和３年度から障害者地域活動支援センターとして
利用している。
　当所としては、築59年を経過しており、老朽化等も激しいため当該施設の利用は控えてい
きたいが、今後、引き続き当該施設を貸し出しするなどで活用する場合は、当該施設及び
近隣の小学校・児童館等の利用者の安全が確保できる程度の維持修繕に努めていく。
　当該施設の書庫・車庫等は、職務遂行に当たり必要不可欠な施設であることから、今後も
適切な維持管理に努める。

施設間・対策間の優
先順位の判断内容

　旧迫総開庁舎は築59年経過【耐用年数50年（目標使用年数65年）】している。平成14年度
から登米市に児童保育所として貸付しており、その際、耐震工事を行っているものの、全体
的にかなり老朽化が進行している。令和元年９月に実施した県有建築物保全点検結果で
は、庁舎2階屋上の梁及び屋根や外壁の劣化等でＣ判定となっている。当所としては、書庫
として活用する予定もないことから旧迫総開庁舎を継続使用する必要性はなく、喫緊の修
繕を要していない。しかし、登米市の障害者施設として貸付けしており、施設利用者の安全
性から、必要最低限の維持管理を行わなければならない。また、当該施設の隣には小学校
や児童館があり、登米市の施設に囲まれている。通学等で毎日児童等の利用があるため、
当該敷地全体の安全性と景観の確保も必要と思われる。
　車庫等については、令和元年９月に定期点検マニュアル［簡易版］に基づき、現地調査し
た結果、基礎部分の一部欠損やクラック、鉄骨の錆等により「要注意」となっている。
　また、長沼出張所庁舎については、窓ガラスにひび割れがあり「要是正」、外壁パネルに
クラックがあり「要注意」となっており、その箇所が児童の通学路に面していることから令和3
年度において修繕を行った。また，庁舎において，登米市への貸付部分で雨漏りが生じ，併
せて修繕を行った。

設置根拠規定等
地方自治法第155条第1項，第156条第1項
行政機関設置条例第15条ほか

業務内容 行政組織規則第95条6項



29

旧迫川総合開発建設事務所（棟情報一覧）

番号
中長期

保全計画
対象区分

1500㎡以
上

防災拠点 建物名称 財産区分
取得

年月日
建築

年月日
建面積
（㎡）

延床面積
（㎡）

階数
（地上）

階数
（地下）

建物用途 建物構造
耐用
年数

目標
使用
年数

経過
年数

点検区分

1 － － － 庁舎 行政財産 1962/12/24 1962/12/24 389.52 561.18 2 単独庁舎 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 50 65 59 保全点検

2 － － － 車庫 行政財産 1970/3/28 1970/3/28 139.20 139.20 1 単独庁舎 非木造 15 20 52 保全点検

3 － － － 書庫 行政財産 1997/8/12 1997/8/12 46.37 46.37 1 単独庁舎 木造 17 23 24 保全点検準用

4 － － － 長沼出張所庁舎 行政財産 1997/12/19 1997/12/19 256.65 506.90 2 単独庁舎 非木造 34 45 24 保全点検

5 － － － 上屋兼渡廊下 行政財産 1997/12/19 1997/12/19 11.88 11.88 1 単独庁舎 非木造 34 45 24 保全点検準用

6 － － － 長沼出張所コアー倉庫 行政財産 1998/3/31 1998/3/31 88.61 88.61 1 単独庁舎 非木造 34 45 24 保全点検準用

7 － － － 長沼出張所試験室 行政財産 1998/3/31 1998/3/31 69.00 69.00 1 単独庁舎 非木造 34 45 24 保全点検準用

8 － － － 車庫 行政財産 2000/2/25 2000/2/25 32.31 32.31 1 単独庁舎 非木造 15 20 22 保全点検準用
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土総№



＜土総様式２＞

土総№ 29 旧迫川総合開発建設事務所

短期保全計画表（施設全体） （千円）
R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 備考

0 0 3,215 2,500 0 0 0 0 0 0 0

51 0 853 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951

340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

51 0 4,068 5,451 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951

（棟別内訳） （千円）
R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 備考

１棟 庁舎 ○ ○ ○ ○ 必要性なし

２棟 車庫 ○ . ○ ○ ○ 必要

３棟 書庫 ○ （○） （○） （○） 必要

４棟 長沼出張所庁舎（書庫） ○ （○） （○） （○） 必要

５棟 上屋兼渡廊下 ○ （○） （○） （○） 必要

６棟 長沼出張所コアー倉庫 ○ （○） （○） （○） 必要　（所在地：迫町北方字天形114－5）

７棟 長沼出張所試験室 ○ （○） （○） （○） 必要　（所在地：迫町北方字天形114－6）

８棟 車庫 ○ （○） （○） （○） 必要

柱脚・庇部分補修

2,500
基礎・外壁補修

303

外壁補修

2,912

51 0 853 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 2,951 　←各棟の合計

国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価

1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374 1,374
国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価

341 341 341 341 341 341 341 341
国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価

76 76 76 76 76 76 76 76
ガラス交換 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価

51 829 829 829 829 829 829 829 829

雨漏補修 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価

853 20 20 20 20 20 20 20 20
国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価

145 145 145 145 145 145 145 145
国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価

113 113 113 113 113 113 113 113
国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価 国交省平均単価

53 53 53 53 53 53 53 53

３棟 書庫

４棟 長沼出張所庁舎

５棟 上屋兼渡廊下

６棟 長沼出張所コアー倉庫

７棟 長沼出張所試験室

８棟 車庫

８棟 車庫

７棟 長沼出張所試験室

４棟 長沼出張所庁舎

車庫

８棟 車庫

ニ　耐震化費用（非構造部材）

１棟 庁舎

２棟

６棟 長沼出張所コアー倉庫

ロ　中長期保全計画に係る対策費用　又は
修繕A（予防保全）に係る費用

１棟 庁舎

２棟

２棟 車庫

５棟 上屋兼渡廊下

３棟 書庫

車庫

３棟 書庫

４棟 長沼出張所庁舎

５棟 上屋兼渡廊下

ハ　中長期保全計画に係る対策費用　又は
修繕B（事後保全）に係る費用

１棟 庁舎

６棟 長沼出張所コアー倉庫

７棟 長沼出張所試験室

ト　機能転換・用途変更

チ　廃止・撤去

施設維持管理費　※参考
（施設の維持管理に係る通常の予算額）

合計

イ　点検・診断　（実施予定年度に○）

　施設名称：
ロ　中長期保全計画に係る対策費用　又は
修繕A（予防保全）に係る費用
ハ　中長期保全計画に係る対策費用　又は
修繕B（事後保全）に係る費用

ニ　耐震化費用（非構造部材）

ホ　更新・建替

へ　複合化・集約化

 計画可能：屋根塗装、外壁パネルの交換、建具
（窓、扉）の交換（修繕、交換の周期があるもの）

計画不可能:漏水修繕、照明の修繕、窓ガラス割れの交換
（修繕等の周期がなく、事後に対応するもの）



R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ 備考

８棟 車庫

長沼出張所庁舎

５棟 上屋兼渡廊下

６棟 長沼出張所コアー倉庫

７棟 長沼出張所試験室

４棟

長沼出張所試験室

８棟 車庫

１棟 庁舎

２棟 車庫

５棟 上屋兼渡廊下

６棟 長沼出張所コアー倉庫

７棟 長沼出張所試験室

施設維持管理費
（施設の維持管理に係る通常の予算額）

庁舎

２棟 車庫

長沼出張所庁舎

５棟 上屋兼渡廊下

６棟 長沼出張所コアー倉庫

７棟 長沼出張所試験室

４棟

８棟 車庫

２棟 車庫

３棟 書庫

４棟

長沼出張所試験室

へ　複合化・集約化

３棟 書庫

１棟 庁舎

２棟 車庫

ホ　更新・建替

１棟

８棟 車庫

長沼出張所庁舎

５棟 上屋兼渡廊下

６棟 長沼出張所コアー倉庫

７棟

庁舎

３棟 書庫

チ　廃止・撤去

３棟 書庫

４棟 長沼出張所庁舎

ト　機能転換・用途変更

３棟 書庫

４棟

８棟 車庫

１棟 庁舎

２棟 車庫

長沼出張所庁舎

５棟 上屋兼渡廊下

６棟 長沼出張所コアー倉庫

７棟

１棟



（別紙様式２）（建築）

 　②延べ面積： 561 ㎡　③階数： 地上２階  　④竣工年度 昭和 37

1 -

2 - 1

3 - 1

3 - 2

3 - 3

4 - 1

5 - 1

屋上及び屋根 判定

天井材に雨漏れが原因と思われる浸みがあります。
B

　（対策等）

屋上防水の計画的な改修を実施の上，必要に応じて，天井材の修繕等について検討してください。

庁舎

　（対策等）

①用途： 事務所

清掃が必要です。

　（指摘項目）

判定

C

計画的な修繕が必要です。
　（対策等）

防水保護コンクリートに亀裂があり，全体的に劣化しています。雨漏りもしています。

外壁にクラックがあります。また，外壁及び軒天の吹付材が剥離しています。梁のモルタル
塗りが屋上部分に落下しています。

 敷地及び地盤

建築物の外部

屋上及び屋根

建築物の内部

避難施設等

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（対策等）

判定

B

　（対策等）

判定

C

　（対策等）

ドレーンが詰まっています。
B

　（対策等）

県有建築物保全点検結果報告書　　
施設名称：
所在地： 登米市

建物棟名称：

指摘事項（不具合内容，関係法令）及び対策等項目

旧迫川総合開発建設事務所

計画的な改修が必要です。梁のモルタル部分については，直下を通行しないよう対策し，補修等を必
要です。

　（指摘項目）屋上及び屋根 判定

　（指摘項目）

A

判定

年度

　（指摘項目）

経過観察が必要です。

判定

A

クラックがあります。
　（指摘項目）

別紙３



6 -

※　判定欄には、建築基準法上の支障の有無について、以下の指標により記入願います。
Ａ　「指摘なし」：支障なし　　　Ｂ　「要注意」：経過観察が必要
Ｃ　「要計画改修」：長寿命化の観点から計画的な対策が必要
Ｄ　「要是正」：・危険防止の観点から早急な対策が必要
　　　　　　　　　・建物の機能維持に重大な影響があり早急な対策が必要

東部土木事務所　

特記事項

点検実施日：

立会者職氏名

点検者職氏名

　（指摘項目）

令和元年９月５日
技術副参事兼技術次長
主任主査

主幹

小野　貢
木村　朋之

東部土木事務所登米地域事務所 総務班
千葉　香織

　（対策等）

その他 判定



（別紙様式２）（建築）

 　②延べ面積： 139 ㎡　③階数： 地上１階  　④竣工年度 　昭和 44

1 - 1

2 - 1

2 - 2

3 - 1

4 - 1

5 - 1

6 - 1

※　判定欄には、建築基準法上の支障の有無について、以下の指標により記入願います。
Ａ　「指摘なし」：支障なし　　　Ｂ　「要注意」：経過観察が必要
Ｃ　「要計画改修」：長寿命化の観点から計画的な対策が必要
Ｄ　「要是正」：・危険防止の観点から早急な対策が必要
　　　　　　　　　・建物の機能維持に重大な影響があり早急な対策が必要

判定

A

判定

年度

　（指摘項目） 判定

庇部分の鉄骨などに錆が見受けられます。
B

　（対策等）

経過観察を要します。

①用途： 車庫・倉庫等

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（指摘項目）

経過観察が必要です。

判定

A

建築物の外部

県有建築物保全点検結果報告書　　
施設名称：
所在地： 登米市

建物棟名称：

その他

柱脚の基礎立上りに一部欠損があります。

 敷地及び地盤

建築物の外部

屋上及び屋根

建築物の内部

避難施設等

　（指摘項目）

　（指摘項目）

　（対策等）

指摘事項（不具合内容，関係法令）及び対策等項目

旧迫川総合開発建設事務所

東部土木事務所　

特記事項

点検実施日：

立会者職氏名

点検者職氏名

　（指摘項目）

A

令和元年９月５日
技術副参事兼技術次長
主任主査

主幹

小野　貢
木村　朋之

東部土木事務所登米地域事務所　総務班
千葉　香織

　（対策等）

車庫

　（対策等）

判定

B

　（対策等）

判定

B

　（対策等）
経過観察を要します。

判定

A

　（対策等）

柱脚ベースプレートなどに錆が見受けられます。

別紙３


